
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社員に提供する食事の取扱い                

Ｑ：社員に食事を提供する場合、源泉徴収

しなければならない場合があるそうですが、

どのようになっているのですか？                              

                                              

Ａ：一定の条件を満たす食事の支給につい

ては、源泉徴収が不要です。 

【解説】 

会社が社員に対して食事を支給する形態に

は、いろいろな形態がありますが、いずれも

現物給与ですから、源泉徴収の対象になりま

す。しかしながら、食事については、業務上

の必要性から支給する場合や福利厚生的な面

もあることから、一定の条件を満たす食事の

支給については、給与課税しないこととして

取り扱われています。 

 1.昼食の取扱い 

   正規の勤務時間中に支給する昼食について

は、次のいずれにも該当する場合は、給与課

税しないこととなっています。 

①社員が食事価額の半額以上を負担している

こと 

②社員に支給した食事について、会社が負担

した金額が月額3,500円(税抜)以下である

こと 

 2. 残業、宿日直時に支給する食事 

   残業や宿日直勤務に対する夕食や朝食の支

給は、勤務に伴い必要となる食事であること

から、実費弁償の観点から、原則として、課

税されないこととされています。 
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